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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

会計期間

平成20年12月
第３四半期連結累計期間

平成20年12月
第３四半期連結会計期間

平成20年３月期

自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日

自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (百万円) 16,993,248 4,802,843 26,289,240

税金等調整前四半期
(当期)純利益・損失(△)

(百万円) 354,348 △   282,139 2,437,222

四半期
(当期)純利益・損失(△)

(百万円) 328,828 △   164,641 1,717,879

純資産額 (百万円) ― 10,803,182 11,869,527

総資産額 (百万円) ― 29,591,044 32,458,320

１株当たり純資産額 (円) ― 3,444.52 3,768.97

基本１株当たり四半期
(当期)純利益・損失(△)

(円) 104.66 △     52.49 540.65

希薄化後１株当たり四半期
(当期)純利益・損失(△)

(円) 104.66 △     52.49 540.44

自己資本比率 (％) ― 36.5 36.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,127,215 ― 2,981,624

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △ 1,482,229 ― △ 3,874,886

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 625,208 ― 706,189

現金及び現金同等物
四半期末(期末)残高

(百万円) ― 1,729,506 1,628,547

従業員数 (人) ― 322,045 316,121
　

(注) １当社の四半期連結財務諸表は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に基づいて作成して

います。

２ 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ていません。

３ 売上高は消費税等を含みません。
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２ 【事業の内容】

四半期連結財務諸表提出会社 (以下、当社という。) は、米国会計基準に準拠して四半期連結財務諸表

を作成しており、関係会社の範囲についても米国会計基準の定義に基づいています。「第２　事業の状

況」および「第３　設備の状況」においても同様です。

　

当社および当社の関係会社においては、自動車事業を中心に、金融事業およびその他の事業を行ってい

ます。

当第３四半期連結会計期間において、当社および当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年12月31日現在

従業員数(人)                    322,045[ 79,869]

(注) １従業員数は就業人員数 (当社および連結子会社 (以下、トヨタという。) からトヨタ外への出向者を除

き、トヨタ外からトヨタへの出向者を含みます。) であり、臨時従業員数は[　]内に当第３四半期連結会計

期間の平均人員を外数で記載しています。

２ 臨時従業員には、期間従業員、パートタイマーおよび派遣社員が含まれています。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年12月31日現在

従業員数(人)                     71,437[ 13,079]

(注) １従業員数は就業人員数 (当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。) であ

り、臨時従業員数は[　]内に当第３四半期会計期間の平均人員を外数で記載しています。

２ 臨時従業員には、期間従業員、パートタイマーおよび派遣社員が含まれています。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第３四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとお

りです。
　

事業の種類別セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
 (自　平成20年10月１日  
 至　平成20年12月31日)

自動車事業

日本 1,088,890台

北米 208,180

欧州 98,827

アジア 249,862

その他 105,583

計 1,751,342

その他の事業 住宅事業 1,463戸

(注) １「自動車事業」における生産実績は、車両 (新車) 生産台数を示しています。

２ 「自動車事業」における「その他」は、中南米、オセアニア、アフリカからなります。

　

(2) 受注状況

当社および連結製造子会社は、国内販売店、海外販売店等からの受注状況、最近の販売実績および

販売見込等の情報を基礎として、見込生産を行っています。
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(3) 販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとお

りです。
　

事業の種類別セグメントの名称

当第３四半期連結会計期間
 (自　平成20年10月１日  
 至　平成20年12月31日)

数量 金額(百万円)

自動車事業

車両 1,837,845台 3,574,892

海外生産用部品 ― 80,502

部品 ― 393,210

その他 ― 259,663

計 ― 4,308,267

金融事業 ――――――― ― 337,739

その他の事業

住宅事業 1,501戸 39,384

情報通信事業 ― 11,640

その他 ― 105,813

計 ― 156,837

合計 ― 4,802,843

(注) １主要な相手先別の販売実績については、当該販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10未満であ

るため、主要な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合の記載を省略して

います。

２ 上記の金額には、消費税等は含まれていません。

３ 「自動車事業」における「車両」の数量は、車両 (新車) 販売台数を示しています。

４ 金額は外部顧客に対する売上高を示しています。

　

前述の当第３四半期連結会計期間における「自動車事業」の販売数量を、仕向地別に示すと、次

のとおりです。
　

事業の種類別セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
 (自　平成20年10月１日  
 至　平成20年12月31日)

自動車事業

日本 464,927　台 

北米 521,422

欧州 234,589

アジア 221,949

その他 394,958

計 1,837,845

(注) １上記仕向地別販売数量は、車両 (新車) 販売台数を示しています。

２ 「自動車事業」における「その他」は、中南米、オセアニア、アフリカ、中近東ほかからなります。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 業績の状況

当第３四半期連結会計期間における日本、海外を合わせた自動車の連結販売台数は、183万８千台と、

前年同四半期連結会計期間に比べて44万３千台 (19.4％) の減少となりました。日本での販売台数に

ついては、46万５千台と、前年同四半期連結会計期間に比べて７万６千台 (14.1％) の減少となりまし

た。一方、海外においても、137万３千台と、前年同四半期連結会計期間に比べて36万７千台 (21.1％) 

の減少となりました。

当第３四半期連結会計期間の業績については、売上高は４兆8,028億円と、前年同四半期連結会計期

間に比べて１兆9,071億円 (28.4％) の減収となり、営業利益は前年同四半期連結会計期間に比べて

9,621億円減少し、3,606億円の損失となりました。営業利益の減少要因としては、販売面での影響が

5,600億円、為替変動の影響が2,500億円、諸経費の増加ほかが1,521億円ありました。また、税金等調整

前四半期純利益は前年同四半期連結会計期間に比べて9,348億円減少し、2,821億円の損失、四半期純利

益は前年同四半期連結会計期間に比べて6,233億円減少し、1,647億円の損失となりました。

　

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。

①自動車事業

売上高は４兆3,111億円と、前年同四半期連結会計期間に比べて１兆8,693億円 (30.2％) の減収

となり、営業利益は前年同四半期連結会計期間に比べて8,005億円減少し、2,327億円の損失となりま

した。営業利益の減少は、生産および販売台数の減少、為替変動の影響ならびに諸経費の増加ほかに

よるものです。

　

②金融事業

売上高は3,466億円と、前年同四半期連結会計期間に比べて451億円 (11.5％) の減収となり、営業

利益は前年同四半期連結会計期間に比べて1,448億円減少し、1,239億円の損失となりました。営業利

益の減少は、融資残高は順調に増加したものの、販売金融子会社において、米国財務会計基準書第133

号 (第138号等による修正を含む) に基づく金利スワップ取引などの時価評価による評価損が増加

したこと、貸倒関連費用および残価損失関連費用が増加したことなどによるものです。

　

③その他の事業

売上高は2,943億円と、前年同四半期連結会計期間に比べて393億円 (11.8％) の減収となり、営業

利益は０億円と、前年同四半期連結会計期間に比べて118億円 (99.9％) の減益となりました。
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所在地別セグメントの業績は、次のとおりです。

①日本

売上高は３兆141億円と、前年同四半期連結会計期間に比べて9,707億円 (24.4％) の減収となり、

営業利益は前年同四半期連結会計期間に比べて5,536億円減少し、1,642億円の損失となりました。営

業利益の減少は、生産および輸出台数の減少、為替変動の影響ならびに諸経費の増加ほかによるもの

です。

　

②北米

売上高は１兆3,390億円と、前年同四半期連結会計期間に比べて１兆308億円 (43.5％) の減収と

なり、営業利益は前年同四半期連結会計期間に比べて3,110億円減少し、2,474億円の損失となりまし

た。営業利益の減少は、生産および販売台数の減少、米国の販売金融子会社における米国財務会計基

準書第133号 (第138号等による修正を含む) に基づく金利スワップ取引などの時価評価による評価

損の増加、貸倒関連費用および残価損失関連費用が増加したことなどによるものです。

　

③欧州

売上高は6,605億円と、前年同四半期連結会計期間に比べて3,226億円 (32.8％) の減収となり、営

業利益は前年同四半期連結会計期間に比べて774億円減少し、434億円の損失となりました。営業利益

の減少は、生産および販売台数が減少したことなどによるものです。

　

④アジア

売上高は6,839億円と、前年同四半期連結会計期間に比べて1,273億円 (15.7％) の減収となり、営

業利益は405億円と、前年同四半期連結会計期間に比べて238億円 (37.0％) の減益となりました。営

業利益の減益は、販売台数が減少したことなどによるものです。

　

⑤その他の地域 (中南米、オセアニア、アフリカ)

売上高は3,815億円と、前年同四半期連結会計期間に比べて2,597億円 (40.5％) の減収となり、営

業利益は335億円と、前年同四半期連結会計期間に比べて164億円 (32.7％) の減益となりました。営

業利益の減益は、生産および販売台数が減少したことなどによるものです。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間のキャッシュ・フローの状況については、営業活動からのキャッシュ・

フローは、四半期純利益が1,647億円の損失となったことなどから、差引3,865億円の資金の減少となり

ました。また、投資活動からのキャッシュ・フローは、有価証券及び投資有価証券の売却及び満期償還

4,576億円などにより、差引152億円の資金の増加となりました。財務活動からのキャッシュ・フロー

は、短期借入債務の増加7,802億円などにより、差引4,267億円の資金の増加となりました。これらの増

減に加え、為替換算差額を合わせますと、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の

残高は、１兆7,295億円と、前四半期連結会計期間末に比べて1,211億円 (6.5％) 減少しました。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

金融危機の深刻化や、株式・為替市場の大幅な変動の影響などにより、世界経済は急速に悪化し、特

に自動車業界では市場が急激に縮小するなど、厳しい環境に直面しています。

　この緊急事態に対処するため、当社は緊急収益改善委員会を設置し、短期的な収益確保を目指した取

り組みを進めています。

　また、各地域のお客様のニーズの変化に対応した新たな商品ラインアップの構築、将来の成長の鍵を

握る環境・エネルギーなどの技術分野へのリソーセス重点投入、需要変動に迅速に対応できる生産体

制の構築、総費用の低減などの取り組みにより、構造改革を進め、しなやかで強靭な企業体質を構築し

ていきます。

　

(4) 研究開発活動

当第３四半期連結会計期間における研究開発費は、2,154億円です。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間の四半期報告書に記載されている当

連結会計年度におけるトヨタの設備の新設等に係る投資予定金額 (総額) 1,400,000百万円につい

て、重要な変更はありません。

また、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却等の計画はありま

せん。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 10,000,000,000

計 10,000,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年２月12日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 3,447,997,4923,447,997,492

東京、名古屋、大阪、
福岡、札幌、ニュー
ヨーク、ロンドン各
証券取引所(東京、名
古屋、大阪は市場第
１部)

単元株式数は100株で
す。

計 3,447,997,4923,447,997,492― ―

(注)　発行済株式は、すべて議決権を有する株式です。
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(2) 【新株予約権等の状況】

①　当社は、平成13年改正旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行して
います。

＜第２回新株予約権証券（平成15年６月26日決議分）＞
第３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)

新株予約権の数 7,197個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株です。

新株予約権の目的となる株式の数 719,700株

新株予約権の行使時の払込金額 3,116円

新株予約権の行使期間
平成17年８月１日から
平成21年７月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額

　発行価格 3,116円
資本組入額 1,558円

新株予約権の行使の条件

１ 各新株予約権の一部行使はできないものとします。
２ 新株予約権者は、権利行使時において新株予約権の割当
を受けた時点の会社における取締役、常務役員、従業員ま
たはその他これらに準ずる地位にあることを要します。
ただし、上記「新株予約権の行使期間」内での退任、定年
退職または転籍の場合はこの限りではありません。

３ 新株予約権の相続はこれを認めません。
４ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で
個別に締結する契約に定めるところによるものとしま
す。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権を譲渡するにあたっては当社取締役会の承認を
要するものとします。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

－
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＜第３回新株予約権証券（平成16年６月23日決議分）＞

第３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)

新株予約権の数 10,349個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株です。

新株予約権の目的となる株式の数 1,034,900株

新株予約権の行使時の払込金額 4,541円

新株予約権の行使期間
平成18年８月１日から
平成22年７月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額

　発行価格 4,541円
資本組入額 2,271円

新株予約権の行使の条件

１ 各新株予約権の一部行使はできないものとします。
２ 新株予約権者は、権利行使時において新株予約権の割当
を受けた時点に在籍していた会社における取締役、常務
役員、従業員またはその他これらに準ずる地位にあるこ
とを要します。ただし、上記「新株予約権の行使期間」内
での退任、定年退職または転籍の場合はこの限りではあ
りません。

３ 新株予約権の相続はこれを認めません。
４ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で
個別に締結する契約に定めるところによるものとしま
す。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権を譲渡するにあたっては当社取締役会の承認を
要するものとします。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

－

　

＜第４回新株予約権証券（平成17年６月23日決議分）＞

第３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)

新株予約権の数 15,891個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株です。

新株予約権の目的となる株式の数 1,589,100株

新株予約権の行使時の払込金額 4,377円

新株予約権の行使期間
平成19年８月１日から
平成23年７月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額

　

　発行価格 4,377円
資本組入額 2,189円

新株予約権の行使の条件

１ 各新株予約権の一部行使はできないものとします。
２ 新株予約権者は、当社第101回定時株主総会終結後２年内
の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで、新株
予約権の割当を受けた時点に在籍していた会社における
取締役、常務役員、従業員またはその他これらに準ずる地
位にあることを要します。

３ 新株予約権の相続はこれを認めません。
４ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で
個別に締結する契約に定めるところによるものとしま
す。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権を譲渡するにあたっては当社取締役会の承認を
要するものとします。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

－
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②　当社は、会社法第236条および第238条の規定ならびに第239条の規定に基づき新株予約権を発行し

ています。

＜第５回新株予約権証券（平成18年６月23日決議分）＞

第３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)

新株予約権の数 31,760個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株です。

新株予約権の目的となる株式の数 3,176,000株

新株予約権の行使時の払込金額 6,140円

新株予約権の行使期間
平成20年８月１日から
平成26年７月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額

発行価格　6,140円

資本組入額は会社計算規則第40条第１項に従い算出される資
本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未
満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとしま
す。

新株予約権の行使の条件

１ 各新株予約権の一部行使はできないものとします。
２ 新株予約権者は、当社第102回定時株主総会終結後２年内
の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで、新株
予約権の割当を受けた時点に在籍していた会社における
取締役、常務役員または従業員等であることを要します。

３ 新株予約権者は、新株予約権の割当を受けた時点に在籍
していた会社における取締役、常務役員または従業員等
の地位を失った後も２年間に限り、新株予約権を行使す
ることができます。ただし、自己都合による退任もしくは
退職または解任もしくは解雇により、その地位を失った
場合は、新株予約権は即時失効します。

４ 新株予約権の相続はこれを認めません。
５ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で
個別に締結する契約に定めるところによるものとしま
す。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の
承認を要するものとします。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

－
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＜第６回新株予約権証券（平成19年６月22日決議分）＞

第３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)

新株予約権の数 32,640個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株です。

新株予約権の目的となる株式の数 3,264,000株

新株予約権の行使時の払込金額 7,278円

新株予約権の行使期間
平成21年８月１日から
平成27年７月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額

発行価格　7,278円

資本組入額は会社計算規則第40条第１項に従い算出される資
本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未
満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとしま
す。

新株予約権の行使の条件

１ 各新株予約権の一部行使はできないものとします。
２ 新株予約権者は、当社第103回定時株主総会終結後２年内
の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで、新株
予約権の割当を受けた時点に在籍していた会社における
取締役、常務役員または従業員等であることを要します。

３ 新株予約権者は、新株予約権の割当を受けた時点に在籍
していた会社における取締役、常務役員または従業員等
の地位を失った後も２年間に限り、新株予約権を行使す
ることができます。ただし、自己都合による退任もしくは
退職または解任もしくは解雇により、その地位を失った
場合は、新株予約権は即時失効します。

４ 新株予約権の相続はこれを認めません。
５ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で
個別に締結する契約に定めるところによるものとしま
す。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の
承認を要するものとします。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

－
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＜第７回新株予約権証券（平成20年７月15日決議分）＞

第３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)

新株予約権の数 34,940個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株です。

新株予約権の目的となる株式の数 3,494,000株

新株予約権の行使時の払込金額 4,726円

新株予約権の行使期間
平成22年８月１日から
平成28年７月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額

発行価格　4,726円

資本組入額は会社計算規則第40条第１項に従い算出される資
本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未
満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとしま
す。

新株予約権の行使の条件

１ 各新株予約権の一部行使はできないものとします。
２ 新株予約権者は、当社第104回定時株主総会終結後２年内
の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで、新株
予約権の割当を受けた時点に在籍していた会社における
取締役、常務役員または従業員等であることを要します。

３ 新株予約権者は、新株予約権の割当を受けた時点に在籍
していた会社における取締役、常務役員または従業員等
の地位を失った後も２年間に限り、新株予約権を行使す
ることができます。ただし、自己都合による退任もしくは
退職または解任もしくは解雇により、その地位を失った
場合は、新株予約権は即時失効します。

４ 新株予約権の相続はこれを認めません。
５ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で
個別に締結する契約に定めるところによるものとしま
す。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の
承認を要するものとします。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

－

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年10月１日～
平成20年12月31日

― 3,447,997― 397,049― 416,970

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握していませ

ん。

　

(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することができ

ませんので、直前の基準日である平成20年９月30日現在で記載しています。

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) (注)１
普通株式

― ―
352,761,900

完全議決権株式(その他) (注)２
普通株式

30,928,714 ―
3,092,871,400

単元未満株式
普通株式

― ―
2,364,192

発行済株式総数 3,447,997,492― ―

総株主の議決権 ― 30,928,517 ―

(注) １「完全議決権株式(自己株式等)」は、自己株式312,681,400株と相互保有株式40,080,500株です。

２ 「完全議決権株式(その他)」には、実質株主名簿に記載されていない㈱証券保管振替機構名義の株式

19,500株(議決権195個)および名義人以外から株券喪失登録のある株式が200株(議決権２個)含まれてい

ます。
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② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

トヨタ自動車㈱
[自己株式]

愛知県豊田市トヨタ町
１番地

312,681,400― 312,681,400 9.07

東和不動産㈱
愛知県名古屋市中村区名駅
四丁目７番１号

35,314,200― 35,314,200 1.02

豊田合成㈱
愛知県西春日井郡春日町
落合長畑１番地

1,658,900― 1,658,900 0.05

名古屋テレビ放送㈱
愛知県名古屋市中区橘
二丁目10番１号

1,211,500― 1,211,500 0.04

アイシン高丘㈱
愛知県豊田市高丘新町天王
１番地

473,100 ― 473,100 0.01

富士通テン㈱
兵庫県神戸市兵庫区御所通
一丁目２番28号

334,300 ― 334,300 0.01

豊臣機工㈱
愛知県安城市今本町東向山
７番地

294,600 ― 294,600 0.01

京三電機㈱ 茨城県古河市丘里11番地３ 222,400 ― 222,400 0.01

トヨタ紡織㈱
愛知県刈谷市豊田町一丁目
１番地

201,300 ― 201,300 0.01

トリニティ工業㈱
愛知県豊田市柿本町一丁目
９番地

145,400 ― 145,400 0.00

アイシン・エィ・
ダブリュ㈱

愛知県安城市藤井町高根
10番地

100,100 ― 100,100 0.00

愛三工業㈱
愛知県大府市共和町一丁目
１番地の１

71,700 ― 71,700 0.00

ネッツトヨタ西日本㈱
福岡県福岡市博多区西月隈
三丁目１番48号

12,700 ― 12,700 0.00

㈱東海理化電機製作所
愛知県丹羽郡大口町豊田
三丁目260番地

10,200 ― 10,200 0.00

大豊工業㈱
愛知県豊田市緑ヶ丘三丁目
65番地

10,000 ― 10,000 0.00

アイシン軽金属㈱
富山県射水市奈呉の江
12番地の３

9,900 ― 9,900 0.00

名古屋ダイハツ㈱
愛知県名古屋市中区千代田
三丁目２番５号

8,000 ― 8,000 0.00

ナミコー㈱
兵庫県伊丹市東有岡一丁目
65番地

2,000 ― 2,000 0.00

津田工業㈱
愛知県刈谷市幸町一丁目
１番地１

200 ― 200 0.00

計 ― 352,761,900― 352,761,900 10.23
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 5,4205,5905,7105,1205,0805,0204,5004,2503,080

最低(円) 4,8005,0005,0004,5804,4104,3402,8602,8402,585

(注)　株価は、東京証券取引所(市場第１部)の市場相場です。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。) 第93条の規定を適用し、米国預託証券

の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法、即ち、米国において一般に公正妥当と認めら

れる会計原則に基づいて作成しています。

また、四半期連結財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を四捨五入して表示しています。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間 (平成20年10

月１日から平成20年12月31日まで) および当第３四半期連結累計期間 (平成20年４月１日から平成20年

12月31日まで) に係る四半期連結財務諸表について、あらた監査法人による四半期レビューを受けてい

ます。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

　

(単位：百万円)
当第３四半期
連結会計期間末

(平成20年12月31日現在)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日現在)

資産の部

流動資産

現金及び現金同等物 1,729,506 1,628,547

定期預金 27,925 134,773

有価証券 531,132 542,210

受取手形及び売掛金
＜貸倒引当金控除後＞

1,490,876 2,040,233

金融債権＜純額＞ 3,924,983 4,301,142

未収入金 387,558 523,533

たな卸資産 1,858,850 1,825,716

繰延税金資産 562,374 563,220

前払費用及びその他 813,583 526,853

流動資産合計 11,326,787 12,086,227

長期金融債権＜純額＞ 5,540,507 5,974,756

投資及びその他の資産

有価証券及びその他の
投資有価証券

2,445,566 3,429,238

関連会社に対する投資
及びその他の資産

1,966,653 2,098,556

従業員に対する
長期貸付金

70,690 70,776

その他 964,872 986,765

投資及びその他の資産合計 5,447,781 6,585,335

有形固定資産

土地 1,249,029 1,262,034

建物 3,533,916 3,580,607

機械装置 8,954,363 9,270,650

賃貸用車両及び器具 2,733,960 2,922,325

建設仮勘定 284,459 360,620

小計 16,755,727 17,396,236

減価償却累計額＜控除＞ △ 9,479,758 △ 9,584,234

有形固定資産合計 7,275,969 7,812,002

資産合計 29,591,044 32,458,320
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　 (単位：百万円)
当第３四半期
連結会計期間末

(平成20年12月31日現在)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日現在)

負債の部

流動負債

短期借入債務 4,467,650 3,552,721

１年以内に返済予定の
長期借入債務

2,315,467 2,675,431

支払手形及び買掛金 1,611,367 2,212,773

未払金 613,268 806,514

未払費用 1,487,782 1,606,964

未払法人税等 55,733 305,592

その他 808,072 780,747

流動負債合計 11,359,339 11,940,742

固定負債

長期借入債務 5,079,519 5,981,931

未払退職・年金費用 590,566 632,297

繰延税金負債 904,954 1,099,006

その他 270,247 278,150

固定負債合計 6,845,286 7,991,384

負債合計 18,204,625 19,932,126

少数株主持分

少数株主持分 583,237 656,667

資本の部

資本金 
　 
　発行可能株式総数： 
　平成20年12月31日および 
　平成20年３月31日現在 
　　　10,000,000,000株 
　 
　発行済株式総数： 
　平成20年12月31日および 
　平成20年３月31日現在 
　　　 3,447,997,492株 
　

397,050 397,050

資本剰余金 500,074 497,569

利益剰余金 12,297,387 12,408,550

その他の包括損失累計額 △ 1,133,172 △   241,205

自己株式 
　 
　自己株式数： 
　平成20年12月31日現在 
　　　　 311,656,809株
　平成20年３月31日現在 
　　　　 298,717,640株 
　

△ 1,258,157 △ 1,192,437

資本合計 10,803,182 11,869,527

契約債務及び偶発債務

負債、少数株主持分
及び資本合計

29,591,044 32,458,320
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

　

(単位：百万円)
当第３四半期連結累計期間
(平成20年12月31日に
終了した９ヶ月間)

売上高

商品・製品売上高 15,928,814

金融収益 1,064,434

売上高合計 16,993,248

売上原価並びに販売費及び
一般管理費

売上原価 14,058,848

金融費用 783,916

販売費及び一般管理費 1,928,967

売上原価並びに販売費及び
一般管理費合計

16,771,731

営業利益 221,517

その他の収益・費用(△)

受取利息及び受取配当金 119,012

支払利息 △     38,895

為替差益＜純額＞ 46,342

その他＜純額＞ 6,372

その他の収益・費用(△)合計 132,831

税金等調整前四半期純利益 354,348

法人税等 158,504

少数株主持分損益及び
持分法投資損益前四半期純利益

195,844

少数株主持分損益 △     13,514

持分法投資損益 146,498

四半期純利益 328,828

　

　

１株当たり四半期純利益

基　　本 104円66銭

希薄化後 104円66銭
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【第３四半期連結会計期間】

　

(単位：百万円)
当第３四半期連結会計期間
(平成20年12月31日に
終了した３ヶ月間)

売上高

商品・製品売上高 4,465,104

金融収益 337,739

売上高合計 4,802,843

売上原価並びに販売費及び
一般管理費

売上原価 4,155,015

金融費用 352,549

販売費及び一般管理費 655,830

売上原価並びに販売費及び
一般管理費合計

5,163,394

営業損失(△) △    360,551

その他の収益・費用(△)

受取利息及び受取配当金 40,602

支払利息 △     12,069

為替差益＜純額＞ 13,901

その他＜純額＞ 35,978

その他の収益・費用(△)合計 78,412

税金等調整前四半期純損失(△) △    282,139

法人税等 △    100,351

少数株主持分損益及び
持分法投資損益前四半期純損失(△)

△    181,788

少数株主持分損益 14,787

持分法投資損益 2,360

四半期純損失(△) △    164,641

　

　

１株当たり四半期純損失(△)

基　　本 △   52円49銭

希薄化後 △   52円49銭
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

　

　　 (単位：百万円)
当第３四半期連結累計期間
(平成20年12月31日に
終了した９ヶ月間)

営業活動からのキャッシュ・フロー

四半期純利益 328,828

営業活動から得た現金＜純額＞への四半期純利益の調整

減価償却費 1,109,341

貸倒引当金及び金融損失引当金繰入額 163,904

退職・年金費用＜支払額控除後＞ △     30,926

固定資産処分損 40,805

売却可能有価証券の未実現評価損＜純額＞ 21,631

繰延税額 45,965

少数株主持分損益 13,514

持分法投資損益     △    146,498

資産及び負債の増減ほか △    419,349

営業活動から得た現金＜純額＞ 1,127,215

投資活動からのキャッシュ・フロー

金融債権の増加 △  6,375,517

金融債権の回収及び売却 5,697,890

有形固定資産の購入＜賃貸資産を除く＞ △  1,004,437

賃貸資産の購入   △    827,369

有形固定資産の売却＜賃貸資産を除く＞ 30,975

賃貸資産の売却 270,411

有価証券及び投資有価証券の購入 △    411,459

有価証券及び投資有価証券の売却及び満期償還 960,670

関連会社への追加投資支払＜当該関連会社保有現金控除後＞ △         45

投資及びその他の資産の増減ほか 176,652

投資活動に使用した現金＜純額＞ △  1,482,229

財務活動からのキャッシュ・フロー

自己株式の取得 △     70,536

長期借入債務の増加 1,583,694

長期借入債務の返済 △  1,996,759

短期借入債務の増加 1,548,801

配当金支払額 △    439,992

財務活動から得た現金＜純額＞ 625,208

為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額 △    169,235

現金及び現金同等物純増加額 100,959

現金及び現金同等物期首残高 1,628,547

現金及び現金同等物四半期末残高 1,729,506
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四半期連結財務諸表注記

　

１　会計処理の原則および手続ならびに四半期連結財務諸表の表示方法

当社は、平成11年９月にニューヨーク証券取引所に上場し、米国預託証券の発行等に関して要請されて

いる用語、様式及び作成方法により連結財務諸表を作成し、米国証券取引委員会に登録しています。

当社の四半期連結財務諸表は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則 (米国会計基準) 

に基づいて作成されています。なお、米国会計基準により要請される記載および注記の一部が省略されて

います。

また、特定の過年度の金額は、平成20年12月31日現在あるいは同日に終了した９ヶ月間および３ヶ月間

の表示に合わせて組替えが行われ再表示されています。

トヨタが採用している会計処理の原則および手続ならびに四半期連結財務諸表の表示方法のうち、我

が国における会計処理の原則および手続ならびに四半期連結財務諸表の表示方法と異なるもので重要性

のあるものは以下のとおりです。

　

(1) 子会社の判定基準

米国会計基準では、連結の対象となる子会社の判定を持株基準 (50％超) を基礎として行っていま

す。日本会計基準では、持株基準による子会社に加え、支配力基準による子会社を連結の対象としてい

ます。

　

(2) 持分法投資損益の表示区分

日本会計基準では、営業外損益の「持分法による投資損益」として表示していますが、米国会計基準

では、「少数株主持分損益及び持分法投資損益前四半期純利益」の後に区分表示しています。

　

(3) リース会計

米国会計基準では、リース取引に関して、米国財務会計基準書第13号「リースの会計処理

(Accounting for Leases) 」に準拠した会計処理を行っています。当該基準書に基づき、一定の条件に

該当する賃貸取引については、販売型リースあるいは直接金融リースとして売上計上し、一定の条件に

該当する賃借取引については、キャピタル・リースとして固定資産に計上しています。
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(4) 未払退職・年金費用

米国会計基準では、未払退職・年金費用に関して、米国財務会計基準書第87号 (以下、FAS 87とい

う。) 「事業主の年金会計 (Employers' Accounting for Pensions) 」、米国財務会計基準書第88号

「給付建年金制度の清算と縮小、退職給付の会計処理 (Employers' Accounting for Settlements and

Curtailments of Defined Benefit Pension Plans and for Termination Benefits) 」および米国財

務会計基準書第158号 (以下、FAS 158という。) 「給付建年金および他の退職後給付制度に関する事業

主の会計処理 - FASB基準書第87、88、106および132 (R) 号の修正 (Employers' Accounting for

Defined Benefit Pension and Other Postretirement Plans - an amendment of FASB Statements

No. 87, 88, 106, and 132 (R) ) 」に準拠した会計処理を行っています。FAS 158の財政状態の認識

および開示に関する規定に従い、確定給付退職後制度の積立超過または積立不足を前払退職・年金費

用または未払退職・年金費用として四半期連結貸借対照表に認識し、当該財政状態の変動は、その変動

が生じた四半期連結会計期間に包括利益の変動として認識されます。また、数理計算上の差異は、FAS

87に従い、期首時点の当該残高が予測給付債務と年金資産の公正価値のうちいずれか大きい額の10％

と定義される回廊額を超過している場合にのみ、従業員の平均残存勤務期間にわたって償却されます。

日本会計基準では、退職給付債務に年金資産、過去勤務債務および回廊額と無関係に一定期間にわた

り償却される数理計算上の差異の未認識残高を調整した金額を、前払年金費用または退職給付引当金

として四半期連結貸借対照表に認識します。

　

(5) のれん

米国会計基準では、米国財務会計基準書第142号「のれん及びその他の無形資産 (Goodwill and

Other Intangible Assets) 」に基づき、のれんは償却せず、年１回および減損の可能性を示す事象が

発生した時点で減損の判定を行っています。日本会計基準では、のれんおよび負ののれんは、原則とし

て計上後20年以内に定額法により償却しますが、金額が僅少な場合は、発生時の損益として処理するこ

とができます。
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２　会計方針の変更

平成18年９月、米国財務会計基準審議会 (Financial Accounting Standards Board、以下、FASBとい

う。) は米国財務会計基準書第157号 (以下、FAS 157という。) 「公正価値測定 (Fair Value

Measurements) 」を公表しました。FAS 157は、公正価値を定義し、公正価値の測定に係る枠組みを確立

し、また公正価値測定に関する開示範囲を拡大しています。トヨタは平成19年11月15日以降に開始する連

結会計年度よりFAS 157を適用しました。この基準書の適用はトヨタの連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

すものではありません。

　

平成18年９月、FASBはFAS 158を公表しました。FAS 158は、事業主に対し確定給付退職後制度の財政状

態を貸借対照表日現在で測定することを要求しています。トヨタは平成20年12月15日以降に終了する連

結会計年度よりFAS 158の測定日に関する規定を適用しました。この規定の適用はトヨタの連結財務諸表

に重要な影響を及ぼすものではありません。

　

平成19年２月、FASBは米国財務会計基準書第159号 (以下、FAS 159という。) 「金融資産および金融負

債のための公正価値オプション - FASB基準書第115号の修正を含む (The Fair Value Option for

Financial Assets and Financial Liabilities - Including an amendment of FASB Statement No.

115) 」を公表しました。FAS 159は、事業体に多くの金融商品と特定のその他の資産および負債を商品ご

とに公正価値で測定することを認めており、当該公正価値の変動はその変動が生じた各会計年度の損益

に計上することとなります。トヨタは平成19年11月15日以降に開始する連結会計年度よりFAS 159を適用

しました。トヨタは当第３四半期連結累計期間において公正価値オプションを選択していないため、この

基準書の適用はトヨタの連結財務諸表に重要な影響を及ぼすものではありません。

　

３　四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

税金費用の計算

税金費用は当第３四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益に見積実効税率を乗じることによ

り計算されています。この見積実効税率は投資税額控除、外国税額控除および見積実効税率に影響を及ぼ

すと考えられるその他の項目を反映しており、これには評価性引当金の増減も含まれます。
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４　偶発債務

トヨタは、トヨタの製品販売にあたり、販売店と顧客が締結した割賦契約について、販売店の要請に応

じ顧客の割賦債務の支払いに関し保証を行っています。顧客が必要な支払を行わない場合には、トヨタに

保証債務を履行する責任が発生します。

将来の潜在的保証支払額は、平成20年12月31日現在、最大で1,583,278百万円です。トヨタは、保証債務

の履行による損失の発生に備え未払費用を計上しており、平成20年12月31日現在の残高は、4,177百万円

です。保証債務を履行した場合、トヨタは、保証の対象となった主たる債務を負っている顧客から保証支

払額を回収する権利を有します。

　

トヨタは、米国で新車購入者を代表する全国的な集団訴訟の被告として他の自動車メーカーや米国・

カナダのディーラー協会などとともに指名されました。

この訴えで原告は、カナダの市場向けに製造された車両の米国民への販売を被告らが結託して妨害し

たのは、シャーマン反トラスト法に違反するとして、当該違反行為の差し止めおよび独占禁止法に基づく

３倍の損害賠償を求めています。なお、具体的な損害賠償金額は提示されていません。トヨタでは、問題あ

る行為はなかったと考えてはいますが、早期解決を勘案し原告側と和解契約を締結しました。現在、原告

およびトヨタは、和解契約について裁判所の承認を待っており、同承認が下り次第、原告側が訴訟を取り

下げ、全ての訴訟が終了する予定です。

　

トヨタに対して、米国における製造物責任に関する請求を含む様々な訴訟、行政手続や賠償請求が行わ

れています。トヨタは、現時点では、これらの訴訟等に関連する賠償責任の有無およびそれに伴う損害賠

償の金額を判断することができません。しかし、現時点で利用可能な情報に基づき、トヨタの財政状態、経

営成績もしくはキャッシュ・フローに重大な影響を与えることはないと考えています。

　

欧州連合は加盟国に対し、各自動車メーカーが廃棄自動車の回収およびその後の解体とリサイクル費

用を負担する法令等を制定するよう指令しました。現時点では、特に自動車メーカーの責任および結果と

して生じる費用負担に関し、それぞれの加盟国で制定される法令の実施面において、不確実性が存在して

います。トヨタは現時点で成立している法令に基づき、見積債務を計上しています。トヨタは、指令を遵守

することで重要な現金支出が必要になるとは考えていませんが、引き続き、将来の法令の制定がトヨタの

経営成績、キャッシュ・フローおよび財政状態に与える影響を評価しています。
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５　セグメント情報

以下に報告されているオペレーティング・セグメントは、そのセグメントの財務情報が入手可能なも

ので、その営業損益がマネジメントによって経営資源の配分の決定および業績の評価に定期的に使用さ

れているものです。

トヨタの世界的事業の主要部分は、自動車および金融で成り立っています。自動車セグメントでは、セ

ダン、ミニバン、２ＢＯＸ、スポーツユーティリティビークル、トラック等の自動車とその関連部品・用品

の設計、製造および販売を行っています。金融セグメントでは、主として当社および当社の関係会社が製

造する自動車および他の製品の販売を補完するための金融ならびに車両および機器のリース事業を行っ

ています。その他セグメントでは、住宅の設計、製造および販売、情報通信事業等を行っています。

　

以下は、平成20年12月31日に終了した３ヶ月間および９ヶ月間におけるトヨタの事業の種類別セグメ

ント、所在地別セグメントおよび海外売上高に関する情報です。

　

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間 (平成20年12月31日に終了した３ヶ月間) 

自動車
(百万円)

金融
(百万円)

その他
(百万円)

消去
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1)
 

外部顧客に
対する売上高 4,308,267337,739 156,837 ― 4,802,843

 (2)
 

セグメント間
の内部売上高

2,819 8,833 137,474(   149,126) ―

計 4,311,086346,572 294,311(   149,126)4,802,843

営業費用 4,543,732470,460 294,295(   145,093)5,163,394

営業利益
(又は営業損失)

(   232,646)(   123,888) 16 (     4,033)(   360,551)

　

当第３四半期連結累計期間 (平成20年12月31日に終了した９ヶ月間) 

自動車
(百万円)

金融
(百万円)

その他
(百万円)

消去
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1)
 

外部顧客に
対する売上高

15,460,0851,064,434468,729 ― 16,993,248

 (2)
 

セグメント間
の内部売上高

11,751 19,876 427,980(   459,607) ―

計 15,471,8361,084,310896,709(   459,607)16,993,248

営業費用 15,238,5441,100,940884,894(   452,647)16,771,731

営業利益
(又は営業損失)

233,292(    16,630)11,815(     6,960)221,517
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【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間 (平成20年12月31日に終了した３ヶ月間) 

日本
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア
(百万円)

その他
(百万円)

消去
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1)
 

外部顧客に
対する売上高

1,900,0791,313,953636,398628,801323,612 ― 4,802,843

 (2)
 

セグメント間
の内部売上高

1,113,97325,09324,11255,13357,906(1,276,217)―

計 3,014,0521,339,046660,510683,934381,518(1,276,217)4,802,843

営業費用 3,178,3231,586,484703,903643,446347,923(1,296,685)5,163,394

営業利益
(又は営業損失)

(  164,271)(  247,438)(   43,393)40,48833,59520,468　　　(  360,551)

　

当第３四半期連結累計期間 (平成20年12月31日に終了した９ヶ月間) 

日本
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア
(百万円)

その他
(百万円)

消去
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1)
 

外部顧客に
対する売上高

6,014,3765,189,4952,340,1022,082,5721,366,703 ― 16,993,248

 (2)
 

セグメント間
の内部売上高

4,207,048102,549104,311227,388236,162(4,877,458)―

計 10,221,4245,292,0442,444,4132,309,9601,602,865(4,877,458)16,993,248

営業費用 10,063,9225,505,2172,479,0682,132,2161,490,212(4,898,904)16,771,731

営業利益
(又は営業損失)

157,502(  213,173)(   34,655)177,744112,65321,446221,517

(注)　「その他」は、中南米、オセアニア、アフリカからなります。

　

売上高は、外部顧客に対して販売している当社または連結子会社の所在国の位置を基礎とした地域別

に集計されています。

　

事業の種類別もしくは所在地別セグメント間取引は、マネジメントが独立企業間価格であると考えて

いる価格で行っています。報告セグメントの損益を測定するにあたって、営業利益は売上高から営業費用

を控除したものとして計算しています。
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【海外売上高】

以下は、平成20年12月31日に終了した３ヶ月間および９ヶ月間におけるトヨタの本邦以外の国または

地域における売上高です。

トヨタは、米国財務会計基準書第131号「企業のセグメント及び関連情報に関する開示

 (Disclosure about Segments of an Enterprise and Related Information) 」で要求される開示に加

え、財務諸表利用者に有用な情報を提供するため、当該情報を開示しています。

　

当第３四半期連結会計期間 (平成20年12月31日に終了した３ヶ月間)

北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,348,775609,212 624,617 836,5853,419,189

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 4,802,843

Ⅲ
 

連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

28.1 12.7 13.0 17.4 71.2

　

当第３四半期連結累計期間 (平成20年12月31日に終了した９ヶ月間)

北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 5,365,2992,211,7402,161,3502,842,98112,581,370

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 16,993,248

Ⅲ
 

連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

31.6 13.0 12.7 16.7 74.0

(注)　「その他」は、中南米、オセアニア、アフリカ、中近東ほかからなります。
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６　１株当たり情報

平成20年12月31日に終了した９ヶ月間および３ヶ月間の基本および希薄化後１株当たり四半期純利益

・損失(△)の差異の調整は次のとおりです。

　

金額：百万円 単位：千株

四半期純利益
・損失(△)

加重平均
株式数

１株当たり
四半期純利益
・損失(△)

　平成20年12月31日に終了した９ヶ月間：

　　普通株式に係る基本１株当たり四半期純利益 328,8283,141,876104円66銭

　　希薄化の影響

　　　希薄化効果を有するストックオプション (0) 121

　　普通株式に係る希薄化後１株当たり四半期純利益 328,8283,141,997104円66銭

　平成20年12月31日に終了した３ヶ月間：

　　普通株式に係る基本１株当たり四半期純損失(△) △ 164,6413,136,353△ 52円49銭

　　希薄化の影響

　　　希薄化効果を有するストックオプション ― ―

　　普通株式に係る希薄化後１株当たり四半期純損失(△) △ 164,6413,136,353△ 52円49銭

　

特定のストックオプションは、権利行使価格が普通株式の期中平均株価より高かったため、平成20年12

月31日に終了した９ヶ月間の希薄化後１株当たり四半期純利益の計算には含まれていません。

　平成20年12月31日に終了した３ヶ月間において四半期純損失(△)が計上されたことにより、すべてのス

トックオプションは逆希薄化効果を有しているため、平成20年12月31日に終了した３ヶ月間の希薄化後

１株当たり四半期純損失(△)の計算には含まれていません。

　

トヨタは、米国財務会計基準書第128号「一株当たり利益 (Earnings per Share) 」で要求される開示

に加え、日本における財務諸表利用者に有用な情報を提供するため、以下の情報を開示しています。

　

平成20年12月31日および平成20年３月31日現在における１株当たり純資産額は次のとおりです。

なお、１株当たり純資産額は、連結貸借対照表の純資産額を四半期末 (期末) 発行済株式数 (自己株式

を除く) で除すことにより計算しています。

　

金額：百万円 単位：千株

純資産額
四半期末(期末)
発行済株式数
(自己株式を除く)

１株当たり
純資産額

　平成20年12月31日現在 10,803,1823,136,3403,444円52銭

 
　平成20年３月31日現在 11,869,5273,149,2793,768円97銭

　

　

平成20年６月24日に開催された定時株主総会で承認され、平成20年６月25日に効力発生した期末現金

配当金の総額は236,196百万円であり、１株当たり配当額は75円です。また、平成20年11月６日に開催され

た取締役会で決議され、平成20年11月26日に効力発生した中間現金配当金の総額は203,796百万円であ

り、１株当たり配当額は65円です。

　

EDINET提出書類

トヨタ自動車株式会社(E02144)

四半期報告書

32/35



２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年２月12日

トヨタ自動車株式会社

　取　締　役　会 　御　中

　

あ ら た 監 査 法 人

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　初　　川　　浩　　司

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　山　　本　　房　　弘

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　木　　内　　仁　　志

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているトヨ

タ自動車株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成

20年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること

にある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、米国において一般に公正妥

当と認められる企業会計の基準（四半期連結財務諸表注１、注２及び注３参照）に準拠して、トヨタ自動車株

式会社及び連結子会社の平成20年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間

及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正

に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

 
(※)  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社 (四半期報告書

提出会社) が別途保管しております。
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